
問合せ先補助対象（導入できる機器）事業の内容補助率事業実施主体事業名

生産振興課

栽培技術の試験的導入（機械等レン
タル費等）、スマート農業機械（可
変施肥田植機、農業用ドローン、水
管理システム等)等

(１)直播栽培や栽培管理システム等の試験的な
導入に対する助成

(２)地域に適した低コスト・省力化生産に必要な
スマート農業機械等の導入支援

(１)1/2以内
限度額700千円

(２)1/3以内
限度額3,500千円

農業法人等

【県】
低コスト・省力化生産体制確立事業
(１)低コスト実践展開事業費

(ソフト事業)
(２)低コスト実践支援事業費

(ハード事業)

生産振興課
農業機械

(スマート農業機械も含む)

供給量の不足が見込まれる、稲・麦・大豆の奨励
品種の種子生産拡大や供給体制の強化に必要な機
械の導入支援

1/3以内
限度額2,500千円

種苗事業者、
種苗生産者
で構成され
た組織、種
苗生産者

【県】
種子産地強化対策事業費

生産振興課

農業機械の自動操舵システム、農薬
散布等用無人航空機、収量コンバイ
ン等

産地全体の収益力向上を図るため、産地を単位と
して農業者等が行う規模拡大や生産性向上に必要
な高性能な機械や施設の導入等を支援。

リース導入
1/2以内

農業協同組
合、農業者
等

【国】
産地生産基盤パワーアップ事業費

生産振興課
農業機械

(スマート農業機械も含む)

サービスの提供範囲が概ね県域の事業者に対し、

農薬防除の作業受託サービスや、ドローンを使用

したセンシングの作業受託など、サービスの提供

に必要となるスマート農業機械等の導入支援

1/2以内

(上限15,000千円、ス

マート農業機械の場

合は上限30,000千円、

事業実施主体が生産

方式革新実施計画に

おいて促進事業者に

位置付けられる場合

は上限50,000千円)

農業支援
サービス事
業体

【国】
農業支援サービス事業緊急拡大支援
対策事業
(地域型サービス支援タイプ)

生産振興課

農業機械（自動操舵システム、ド

ローン等）、栽培管理システム、種

子及びコーティング代等

産地における品目ごとの技術課題に向け、スマー

ト農業技術及び新たな生産方式の導入を一体的に

実施する取組支援

定額

1/2以内

市町、農業
者が組織す
る団体等

【国】
スマート技術体系への包括的転換加
速化総合対策支援事業
(スマート技術体系転換加速化支援)

水田等で活用できる事業
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水田等で活用できる事業

問合せ先補助対象（導入できる機器）事業の内容補助率
事業実施主

体
事業名

経営技術課

・自動操舵機能付き農業用機械
(トラクター、田植機)

・直進自動操舵補助装置
(トラクター用ＧＰＳガイダンス)

・土壌センサー搭載型可変施肥田植機
・防除用ドローン散布機 等

｢目標地図｣に位置づけられた経営体等が、地域が
目指すべき農地利用の姿の実現に向けて農地の集
約化を図り、効率的な生産に取り組むために必要
な農業用機械・施設の導入を支援

融資残額の
うち事業費
の3/10以内
（1）、1/2
以内（2）、
事業費の
3/10以内
(3) 等

市町

【国】

(1)農地利用効率化等支援事業
（R8当初）

(2)担い手確保・経営強化支援事業
（R7補正）

(3)地域農業構造転換支援事業
（R7補正、R8当初）

【スマート農業優先枠あり(1,2)】

経営技術課
スマート農業技術に関する農業機械、設備

等

有機農業の拡大に意欲的に取り組む農業者等に対

して、スマート農業技術等を活用した生産、加工、

流通・販売の取組を支援

※ 市町等が行う有機農業拡大の取組（ソフト）

との併用が必須

1/2以内

農業者、
農業者の
組織する
団体・協
議会

【国】
先進的有機農業拡大促進事業

農地整備課

・ＲＴＫ基地局

・トラクタへの自動操舵システムなどの

先進的省力化技術の導入

・ほ場水管理システム

基盤整備と一体的に行うＲＴＫ基地局の設置など、
スマート農業の導入についての支援

国
50[55]％、
県
15[20]％
※ [ ]は、過
疎、山振、特
定農山村地域
等に適用

市町、土
地改良区、
農業法人
等

【県】
農地耕作条件改善事業費

農地整備課

RTK-GNSS 基準局本体とその附帯設備

（自動操舵システムの導入等のソフトは対象
外）

農地整備と一体的に行うRTK-GNSS基地局の設
置など、スマート農業の導入についての補助

国
50[55]％、
県 30％
※ [ ]は、過
疎、山振、特
定農山村地域
等に適用

県
【国】
農業競争力強化農地整備事業

農地整備課

RTK-GNSS 基準局本体とその附帯設備

（自動操舵システムの導入等のソフトは対象
外）

農地整備と一体的に行うRTK-GNSS基地局の設
置など、スマート農業の導入についての補助

【県営】
国 62.5％
県 27.5％

県
【国】
農地中間管理機構関連農地整備事業

農地整備課

RTK-GNSS 基準局本体とその附帯設備

（自動操舵システムの導入等のソフトは対象
外）

農地整備と一体的に行うRTK-GNSS基地局の設
置など、スマート農業の導入についての支援

【市町営】
国 62.5％
県 - ％

市町
【国】
農地中間管理機構関連農地整備事業



園芸（施設園芸・果樹・露地野菜）で活用できる事業

問合せ先補助対象（導入できる機器）事業の内容補助率
事業実施主

体
事業名

生産振興課

環境モニタリング測定装置、環境制御装置

※高機能ハウス等と一体的に整備する場合に
補助対象となる

とちあいかや本県オリジナル品種の生産拡大に必
要な高機能ハウス等の支援

4/10
(上限補助額
4,000千円/経
営体)

農業協同
組合、農
業生産組
織等

【県】
｢いちご王国・栃木｣生産戦略事業費
のうち
「いちご王国・栃木」生産拡大等支
援事業

生産振興課

①環境モニタリング測定装置、環境制御装置
※ハウス等と一体的に整備する場合に補助対
象となる

②収穫ロボット

①トマト、にら、アスパラガス、梨等の生産拡大
や、需要期の出荷量増加に必要な新たな施設の
整備や既存施設の機能強化等を支援

②にら、アスパラガス等の収穫・出荷調整作業の
分業化につながる共同調整施設等の整備を支援

①トマト、
にら、アス
パラガス、
なし：4/10
本県開発品
種、地域の
特色品種：
1/3
(上限補助
額4,000千
円/経営体)
②4/10

農業協同
組合、農
業生産組
織等

【県】
施設園芸規模拡大支援事業費のうち
①施設園芸拡大整備支援事業費

②施設園芸分業化推進事業費

生産振興課

ドローン薬剤散布機、収穫ロボット 等

※露地野菜の生産拡大のみに活用すると整
理される場合に限る

新規栽培者を受け入れる産地や新たな品目の導入
を検討する産地に対し、試験栽培や機械・施設等
の導入を支援

1/3以内

農業生産組
織、農業協
同組合等

【県】
土地利用型園芸産地新たなチャレンジ
支援事業費

生産振興課

環境制御装置、防除・収穫・除草等ロボット、
AIかん水装置など
スマート農業を実践するための環境整備（幅
広畦畔の整備など）

スマート農業団地の形成を目指す産地に対して、
環境制御装置などを備えたハウスの整備や自動防
除ロボットなどのスマート機器の活用しやすい環
境整備等、モデルほ場の整備を支援

4/10以内

農業協同
組合、農
業生産組
織、市町
村農業公
社等

【県】
スマート農業団地モデル整備支援事
業

生産振興課

環境モニタリング測定装置、環境制御装置、、
農業機械の自動操舵システム、農薬散布等用
無人航空機、自動収穫機等

産地全体の収益力向上を図るため、産地を単位と
して農業者等が行う規模拡大や生産性向上に必要
な高性能な機械や施設の導入等を支援。

1/2以内
農業協同
組合、農
業者等

【国】
産地生産基盤パワーアップ事業費



農村地域の保全活動で活用できる事業

問合せ先補助対象（導入できる機器）事業の内容補助率事業実施主体事業名

農村振興課
・高機能草刈機(リモコン式草刈機等)

・農業用ドローン 等

農地の維持保全等に必要な機械の導入（ただし、

棚田地域振興法（令和元年法律第四十二号）第７

条に基づき指定された棚田地域に限る。）

1/2以内

市町、農協、
集落・農業
者等の組織
する団体等

【県】
魅力ある中山間地域づくり事業

農村振興課
高機能草刈機

(リモコン式草刈機等)

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、

農業者等が取り組む共同活動を支援

国1/2、

県1/4、

市町1/4

農業者等の
組織する団
体

【国】
多面的機能支払交付金

農村振興課

・高機能草刈機（リモコン式草刈機等）

・農業用ドローン 等

※協定参加者の話合いと合意により、地域の

実情に応じた幅広い使途に活用可能。

中山間地域の指定地域及び特認地域のうち、生産

条件が不利な一団の農用地において、集落協定や

個別協定に基づき５年以上継続して農業生産活動

等を実施する集落等に対して、面積に応じて一定

額を交付

※スマート農業加算を活用する場合、面積払いに

5,000円/10aの上乗せ

国1/2[1/3]、

県1/4[1/3]、

市町

1/4[1/3]

※[ ]は特認

地域に適用

農業者等の
組織する団
体

【国】
中山間地域等直接支払交付金

農村振興課
・高機能草刈機(リモコン式草刈機等)

・農業用ドローン 等

中山間地域等の農用地を保全するための最適な

「土地利用構想」を策定する地域を対象に、その

実現に必要な簡易な整備、粗放的利用の取組や省

力化機械の導入等を支援

定率55％

（上限2,000

万円）

市町、土地
改良区、地
域協議会等

【国】
団体営最適土地利用総合対策事業費

スマート農業機械の改良等（品目全般）で活用できる事業

問合せ先補助対象（導入できる機器）事業の内容補助率事業実施主体事業名

農政課
スマート農業機器全般（試作機）の改良・実

証

地域の栽培体系に応じたスマート機器の改良、実

証等を一体的に行う取組に要する経費を支援

※改良、実証後の機器導入に要する経費の支援も

あり（補助率：4/10以内）

1/2以内協議会 等
【県】
ひろがるとちぎのスマート農業推進事
業

農政課データを活用した業務改善に係るシステム等地域の農業DXを推進する取組に対する助成
1/2以内

農業団体、
道の駅、直
売所等

【県】
地域の拠点を核とした農業DX推進事業



畜産で活用できる事業

問合せ先補助対象（導入できる機器）事業の内容補助率事業実施主体事業名

畜産振興課
発情発見装置、分娩監視装置、哺乳ロボット、
搾乳ロボット等

畜産クラスター協議会の中心的な経営体に対し、
収益力強化等に必要な機械の導入を支援

1/2以内
畜産クラス
ター協議会

【国】
畜産・酪農収益力強化総合対策基金等
事業（畜産クラスター事業）

畜産振興課搾乳ロボット、哺乳ロボット等先進的機器の導入と一体的な施設の整備を支援1/2以内
農業協同組
合、農業者
等

【国】
酪農経営支援総合対策事業のうち
酪農労働省力化対策事業

畜産振興課
哺乳ロボット、餌寄せロボット、分娩監視装
置等

地域の畜産農家の労働負担軽減のため、搾乳ロ
ボット・発情発見装置等の ICT 関連機械等の導
入を支援

1/2以内
農業協同組
合、農業者
等

【国】
畜産・酪農収益力強化総合対策基金等
事業
（ＩＣＴ化等機械装置等導入事業）

畜産振興課

・搾乳ロボット
・自動給餌器 等
※ 施設の付帯として導入可

自給飼料生産基盤に立脚した畜産経営の展開を図
るため、草地等の造成整備や利用施設の整備、機
械の導入等を支援

1/2～
3/4以内

(公財)栃木
県農業振興
公社

【国】
草地畜産基盤整備事業＜公共＞

畜産振興課

・自動操舵ガイダンスシステム、自動操舵装
置等のスマート農業及び省力化機械

・無人航空機

飼料生産組織を核とする青刈りとうもろこし等の
飼料作物の持続的な生産・利用の地域モデルを実
証するために必要な飼料生産利用機械等の導入を
支援

1/2以内協議会等

【国】
国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業の
うち
生産性の高い持続可能な飼料産地形成支
援

畜産振興課

・無人トラクタ―
・ＧＮＳＳガイダンスシステム等の作業を支
援するＩＣＴ機器

・データの蓄積・分析等に必要なソフトウェ
ア等

飼料生産組織の運営強化のため、生産作業受託、
稲わら収集、生産販売の規模拡大・省力化を図る
取組（飼料用米を除く）に必要な機械の導入支援

1/2以内生産者集団等

【国】
国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業の
うち
飼料生産組織の運営強化支援

畜産振興課

・自動操舵ガイダンスシステム、自動操舵装
置等

・無人航空機

畜産農家と耕種農家のマッチング活動等の取組に
おいて飼料生産組織が飼料作物の生産作業を行う
のに必要な機械等の導入

1/2以内協議会等

【国】
国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業の
うち
耕畜連携及び供給拡大の促進対策

畜産振興課

・自動操舵トラクター

・農業用ドローン 等

※ 試験導入に限る

スマート農業機械の能力発揮に必要な土地の集約
化等を進める取組や集約後を見越した機械の借上
（レンタル）費用等を支援

1/2以内
飼料生産組
織、コント
ラクター等

【県】畜産スマート技術普及拡大事業
のうち次世代飼料生産スマート技術活
用支援事業

畜産振興課
・自動操舵機能付き飼料生産機械

・農業用ドローン 等

地域内の資源（堆肥等）を有効に活用する耕畜連
携の取組に必要な飼料生産機械導入の経費を支援

1/3以内
生産者集団
等

【県】
持続的畜産経営推進事業のうち
耕畜連携推進総合対策事業（耕畜連携
推進機械導入支援事業）



各所属連絡先

備考（該当する支援策等）連絡先所属名（本庁舎農政部内）

スマート農業全般、スマート農業機械の改良等０２８－６２３－２２８４農政課（農政戦略推進室）

農村地域の保全活動〃 －２３３７農村振興課

水田等〃 －２３１３経営技術課

水田、園芸等〃 －２３２８生産振興課

畜産〃 －２３４４畜産振興課

水田等〃 －２３６４農地整備課

経営普及部企画振興部所属名（農業振興事務所）

０２８－６２６－３０６８０２８－６２６－３０６１河内農業振興事務所

０２８９－６２－６１２５０２８９－６２－５２３６上都賀農業振興事務所

０２８５－８２－３０７４０２８５－８２－４７２０芳賀農業振興事務所

０２８２－２４－１１０１０２８２－２３－３４２５下都賀農業振興事務所

０２８７－４３－２３１８０２８７－４３－１２５２塩谷南那須農業振興事務所

０２８７－２２－２８２６０２８７－２３－２１５１那須農業振興事務所

０２８３－２３－１４３１０２８３－２３－１４５５安足農業振興事務所

事業の詳細・ご相談等は、担当課又は所管の農業振興事務所へお問い合わせください。


